
要件を満たす学生全員が支援を受けられます！

高等教育の修学支援新制度の対象者は、
入学手続き時の学費を猶予します

2025年4月

入学費用の猶予制度

入学手続き時、本校では減免を適用し
残額分の学費のみの納入となります

事前に準備

給付型奨学金
申込み

通知

減免申込み

進学届
支援の開始

2024年4月～

10月頃

11月頃

2025年4月

制度の内容や自分が対象となるかを確認し、学校から申込書類をもらいましょう。

学校に必要書類を提出し申し込みましょう。

支援の対象になったら通知が届きます。（予約採用の候補者決定通知）

進学先の学校へ減免申込み

入学後に進学届を提出。減免対象者の認定、支援の開始。
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猶予制度の内容



入学費用の猶予制度
　文化デザイナー学院ではデザインを学ぶ意欲のある生徒を支援する学費の猶予措置を
行っています。家計に不安をお持ちの場合、日本学生支援機構奨学金の予約採用候補者に
決定された方は入学時の学費を特例として分割してお支払いを認めております。詳しくは
下記を参照の上、入学係までご相談ください。

貸与奨学金の第一種奨学金（無利子）、
第二種奨学金（利息付）予約採用決定者は、
1 / 4ずつの分納が可能です。

給付奨学金の予約採用決定者（本校入学後、必ず授業料等減免の申請が必要です）

貸与奨学金の予約採用決定者（本校入学後、必ず進学届の申請が必要です）

第Ⅰ区分の場合

第Ⅱ区分の場合

第Ⅲ区分の場合

入学金 15万円 15 万円 0円
残額

入学手続き時の納入額
（別途教材費が発生します）

6 万円授業料

減免額

減免対象外
65 万円 59 万円
19 万円維持費・実習費 19 万円

19 万円

初年度学費

日本学生支援機構の「貸与奨学金」について 日本の学生の 2.7 人に一人が利用している国の奨学金制度です。

➡ ➡

学費支払いイメージ

奨学金
貸与開始

奨学金
貸与の流れ

奨学金
貸与の流れ

※奨学金貸与額を 8万円と設定した場合

第一種奨学金（無利子）貸与額 第二種奨学金（利息付）貸与額
※私立専修学校（専門課程）、自宅通学の場合

最高月額/53,000円
その他月額/40,000円、30,000円、20,000円 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、

70,000円、80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円

２万円～12万円（1万円単位）

25万円約

約

約

入学金 15万円 10 万円
残額

入学手続き時の納入額
（別途教材費が発生します）

5 万円
授業料

減免額

減免対象外
65 万円 39 万円
19 万円維持費・実習費

26 万円 ➡ 50万円

19 万円

入学金 15万円 5万円
残額

入学手続き時の納入額
（別途教材費が発生します）

10 万円
授業料

減免額

※各減免額は千円単位を切り上げて計算。※別途入学金・授業料等の免除制度を利用する場合は金額が異なります。

減免対象外
65 万円 19 万円
19 万円維持費・実習費

46 万円 ➡

➡

➡

入学金
15万円

予約採用
手続き

予約採用
決定

進学
手続き

21 万円

16 万円 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 96 万円

36 万円 21 万円 21 万円支払い額

授業料 合計

65万円 19 万円 99 万円

99万円

維持費・実習費

75万円

2 分割支払いを希望の場合

（別途教材費が発生します） （別途教材費が発生します）

28万円 22万円
入学手続き時の納入額 入学後7月の納入額

（別途教材費が発生します） （別途教材費が発生します）

43万円 32万円
入学手続き時の納入額 入学後7月の納入額

分割支払いはございません

入学後
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 3月 合計2月入学前年度

11月～3月
入学前年度
4月～

翌年

・在学中は無利息　・利率固定方式：年0.156％、 利率見直し方式：年利率0.004％（2019年12月末）


